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(57)【要約】
【課題】インバータ回路が出力する連続した２つの電流
パルス（相電流）のそれぞれのピーク値が互いに異符号
の場合にも、インバータ回路を過電流から保護できるよ
うにする。
【解決手段】直流電源（2）とインバータ回路（4）とを
接続する直流リンク部（3）における電流パルスの電流
値を検出する検出部（11）を設ける。そして、連続した
２つの電流パルスについて検出部（11）がそれぞれ検出
した２つの電流値が、互いに異符号で且つ絶対値の和が
所定のピーク電流閾値よりも大きい場合に、制御部（12
）によってインバータ回路（4）を停止させる。
【選択図】図1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流をスイッチングして交流に変換するインバータ回路（4）を過電流から保護する過
電流保護装置であって、
　前記インバータ回路（4）に直流を供給する直流電源（2）と該インバータ回路（4）と
を接続する直流リンク部（3）における電流パルスの電流値を検出する検出部（11）と、
　連続した２つの電流パルスについて前記検出部（11）がそれぞれ検出した２つの電流値
が、互いに異符号で且つそれぞれの絶対値（a1,a2）の和が所定のピーク電流閾値よりも
大きい場合に、前記インバータ回路（4）を停止させる制御部（12）と、
　を備えたことを特徴とする過電流保護装置。
【請求項２】
　請求項１の過電流保護装置において、
　前記制御部（12）は、前記インバータ回路（4）の出力電圧に応じて前記ピーク電流閾
値を変更することを特徴とする過電流保護装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２の過電流保護装置において、
　前記制御部（12）は、前記２つの電流値が何れも負の場合には、該電流値の絶対値（a1
,a2）の大きい方が前記ピーク電流閾値よりも大きい場合に前記インバータ回路（4）を停
止させることを特徴とする過電流保護装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のうちの何れか１つの過電流保護装置において、
　前記制御部（12）は、前記検出部（11）が検出した電流値が、該検出部（11）において
検出可能な負側の限界値以上に設定された下限閾値よりも小さくなった場合に、前記イン
バータ回路（4）を停止させることを特徴とする過電流保護装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のうちの何れか１つの過電流保護装置において、
　前記検出部（11）は、前記直流リンク部（3）に設けた、シャント抵抗（Rsh）、又はホ
ール素子を用いた電流検出トランスにより前記電流値を検出することを特徴とする過電流
保護装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のうちの何れか１つの過電流保護装置において、
　ハードウエアで構成され、前記直流リンク部（3）における電流パルスの電流値が前記
所定の閾値を超えた場合に前記インバータ回路（4）を停止させる信号を出力する過電流
保護回路（20,21）を備えたことを特徴とする過電流保護装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インバータ回路を過電流から保護する過電流保護装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和機等の冷凍装置では、圧縮機を駆動するモータに交流電力を供給するために、
直流を交流に変換するインバータ回路が用いられることが多い。そして、このような空気
調和機では、インバータ回路のスイッチング素子などが過電流によって破損するのを防止
するために、過電流保護回路（ＯＣＰ回路ともいう。ただし、ＯＣＰ：over current pro
tection）が設けられることが多い（例えば、特許文献１を参照）。この過電流保護回路
は、検出した相電流と基準値とを比較し、相電流が基準値を超えないようインバータ回路
等を制御している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００４－３１２９５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前記モータが、その動作中にロータの位置と各巻線への通電の同期がずれる
脱調状態になると、上記の相電流検出回路で検出される連続した２つの電流パルス（相電
流値）において、一方の電流パルスのピーク値が正の値で、他方の電流パルスのピーク値
が負の値になる場合があることを本願発明者は見出した。このように２つの相電流値が互
いに異符号の場合におけるインバータ回路の電流ピーク値は、負側のピークから正側のピ
ークまでの差分になる。したがって、従来の過電流保護回路のように各電流パルスの大き
さを基準値（閾値）と比較するのでは、上記のように２つのピーク値が互いに異符号の場
合には前記電流ピーク値がスイッチング素子の電流の許容値を超える可能性がある。
【０００５】
　本発明は上記の問題に着目してなされたものであり、インバータ回路が出力する連続し
た２つの電流パルス（相電流）のそれぞれのピーク値が互いに異符号の場合にも、インバ
ータ回路を過電流から保護できるようにすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため、第１の発明は、
　直流をスイッチングして交流に変換するインバータ回路（4）を過電流から保護する過
電流保護装置であって、
　前記インバータ回路（4）に直流を供給する直流電源（2）と該インバータ回路（4）と
を接続する直流リンク部（3）における電流パルスの電流値を検出する検出部（11）と、
　連続した２つの電流パルスについて前記検出部（11）がそれぞれ検出した２つの電流値
が、互いに異符号で且つそれぞれの絶対値（a1,a2）の和が所定のピーク電流閾値よりも
大きい場合に、前記インバータ回路（4）を停止させる制御部（12）と、
　を備えたことを特徴とする。
【０００７】
　この構成では、インバータ回路（4）が出力する連続した２つの電流パルスの電流値が
互いに異符号の場合には、２つの電流値の絶対値（a1,a2）の和を求めて、電流ピーク値
を算出している。したがって、本実施形態によれば、前記２つの電流パルス（相電流）の
それぞれの電流絶対値（a1,a2）が互いに異符号の場合にも、電流ピーク値を正確に求め
ることができる。
【０００８】
　また、第２の発明は、
　第１の発明の過電流保護装置において、
　前記制御部（12）は、前記インバータ回路（4）の出力電圧に応じて前記ピーク電流閾
値を変更することを特徴とする。
【０００９】
　制御部（12）での処理中も、直流リンク部（3）に電流が流れるが、例えば、電力変換
装置（1）の出力電圧の最大値に合わせてピーク電流閾値を固定しておけば、処理終了時
の直流リンク電流（Idc）を確実に前記許容電流以下にすることが可能になる。しかし、
このような設定は、ピーク電流閾値がより小さな値に設定されるということであり、イン
バータ回路（4）が出力できる電流が、前記許容電流よりもかなり小さな電流値に制限さ
れてしまう可能性がある。これに対し、第２の発明では、出力電圧に応じてピーク電流閾
値を適宜変更することによって、インバータ回路（4）の出力可能な電流の範囲(すなわち
、出力電圧の範囲)をより大きく確保することが可能になる。
【００１０】
　また、第３の発明は、
　第１又は第２の発明の過電流保護装置において、
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　前記制御部（12）は、前記２つの電流値が何れも負の場合には、該電流値の絶対値（a1
,a2）の大きい方が前記ピーク電流閾値よりも大きい場合に前記インバータ回路（4）を停
止させることを特徴とする。
【００１１】
　この構成では、２つの電流絶対値（a1,a2）が何れも負の場合にもインバータ回路（4）
が過電流から保護される。
【００１２】
　また、第４の発明は、
　第１から第３の発明のうちの何れか１つの過電流保護装置において、
　前記制御部（12）は、前記検出部（11）が検出した電流値が、該検出部（11）において
検出可能な負側の限界値以上に設定された下限閾値よりも小さくなった場合に、前記イン
バータ回路（4）を停止させることを特徴とする。
【００１３】
　この構成では、直流リンク部（3）における電流を検出部（11）で検出できない場合に
インバータ回路（4）が停止させられる。
【００１４】
　また、第５の発明は、
　第１から第４の発明のうちの何れか１つの過電流保護装置において、
　前記検出部（11）は、前記直流リンク部（3）に設けた、シャント抵抗（Rsh）、又はホ
ール素子を用いた電流検出トランスにより前記電流値を検出することを特徴とする。
【００１５】
　この構成では、シャント抵抗（Rsh）、又は電流検出トランスにより電流値が検出され
る。
【００１６】
　また、第６の発明は、
　第１から第５の発明のうちの何れか１つの過電流保護装置において、
　ハードウエアで構成され、前記直流リンク部（3）における電流パルスの電流値が前記
所定の閾値を超えた場合に前記インバータ回路（4）を停止させる信号を出力する過電流
保護回路（20,21）を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　この構成では、電流が正の場合には、ハードウエアで構成された過電流保護回路（20,2
1）によって、過電流保護を行うことができる。
【発明の効果】
【００１８】
 第１の発明によれば、インバータ回路（4）が出力する連続した２つの電流パルスの電流
値が互いに異符号の場合に電流ピーク値を正確に求めることができるので、インバータ回
路を確実に過電流から保護することが可能になる。
【００１９】
　また、第２の発明によれば、インバータ回路（4）の出力可能な電流の範囲(すなわち、
出力電圧の範囲)をより大きく確保することが可能になるので、より効率的にインバータ
回路（4）を作動させることが可能になる。
【００２０】
　また、第３の発明によれば、正及び負の過電流について、インバータ回路（4）を保護
することが可能になる。
【００２１】
　また、第４の発明によれば、電流検出を確実に行えない場合にもインバータ回路（4）
の過電流保護が担保されているのである。
【００２２】
　また、第５の発明によれば、シャント抵抗（Rsh）等で電流を検出するので、より低コ
ストな構成で過電流保護装置を実現できる。
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【００２３】
　また、第６の発明によれば、直流リンク部（3）における電流が正の場合には、ハード
ウエアによる、より迅速な過電流の保護が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係るソフトＯＣＰ装置を適用した電力変換装置の構
成を示すブロック図である。
【図２】図２は、ソフトＯＣＰ装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】図３は、キャリア信号の１周期中に、上アーム側の各スイッチング素子にそれぞ
れ与えるゲート信号の波形とシャント抵抗における電圧波形を説明する図である。
【図４】図４は、相電流（Iu）及び相電流（Iw）が共に正の値の場合の電流波形の例であ
る。
【図５】図５は、相電流（Iu）及び相電流（Iw）が共に負の場合の電流波形の例である。
【図６】図６は、相電流（Iu）が負の値で相電流（Iw）が正の値となる場合の電流波形の
例である。
【図７】図７は、本発明の実施形態に係るソフトＯＣＰ装置と従来のＯＣＰ装置の両方を
使用した電力変換装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態
は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制
限することを意図するものではない。
【００２６】
　〈概要〉
　以下では、本発明の実施形態に係るソフトＯＣＰ装置（過電流保護装置）を電力変換装
置に適用した例を説明する。図１は、本発明の実施形態に係るソフトＯＣＰ装置（10）を
適用した電力変換装置（1）の構成を示すブロック図である。この電力変換装置（1）は、
コンバータ回路（2）（直流電源）、直流リンク部（3）、インバータ回路（4）、インバ
ータ制御部（5）、及びソフトＯＣＰ装置（10）を備えている。電力変換装置（1）には交
流電源（6）が接続されており、交流電源（6）が出力した交流（以下、入力交流という）
を三相交流（以下、出力交流という）に変換し、負荷であるモータ（7）に供給するよう
になっている。このモータ（7）は、例えば空気調和機の冷媒回路に設けられた圧縮機を
駆動するものである。
【００２７】
　《電力変換装置の各部の構成》
　以下では、電力変換装置（1）の各構成要素について詳述する。
【００２８】
　〈コンバータ回路（2）,直流リンク部（3）〉
　本実施形態のコンバータ回路（2）は、ブリッジ接続された４つのダイオード（D1,…,D
4）を備え、前記入力交流を全波整流する。また、直流リンク部（3）は、リアクトル（3a
）と平滑コンデンサ（3b）とを備えている。この直流リンク部（3）は、インバータ回路
（4）に設けられた正負１対の直流母線（P,N）（後述）に接続されている。具体的に直流
リンク部（3）では、図１に示すように、リアクトル（3a）は、コンバータ回路（2）の正
側の出力と、インバータ回路（4）の正側の直流母線（P）とに接続され、平滑コンデンサ
（3b）は、インバータ回路（4）の２つの直流母線（P,N）間に接続されている。
【００２９】
　〈インバータ回路（4）〉
　インバータ回路（4）は、複数のスイッチング素子のスイッチング状態をそれぞれ変化
させて、コンバータ回路（2）が直流リンク部（3）を介して出力した直流を交流に変換し
て負荷（この例ではモータ（7））に供給するようになっている。具体的には、本実施形
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態のインバータ回路（4）は、図１に示すように、ドライブ回路（4a）、６つのスイッチ
ング素子（Sup,…,Swn）、６つの還流ダイオード（Dup,…,Dwn）を備えている。ドライブ
回路（4a）は、各スイッチング素子（Sup,…,Swn）のオンオフを制御するゲート信号（Gu
p,…,Gwn）を生成し、各スイッチング素子（Sup,…,Swn）のゲートに印加するようになっ
ている。
【００３０】
　また、３つのスイッチング素子（Sup,Svp,Swp）及び３つの還流ダイオード（Dup,Dvp,D
wp）は上アームを構成し、３つのスイッチング素子（Sun,Svn,Swn）及び３つの還流ダイ
オード（Dun,Dvn,Dwn）は下アームを構成している。上アームのスイッチング素子（Sup,S
vp,Swp）と下アームのスイッチング素子（Sun,Svn,Swn）とは、１対１に対応して直列接
続されている。以下では、直列接続されたスイッチング素子（Sup,…,Swn）の対をスイッ
チングレグと呼ぶことにする。このインバータ回路（4）には、スイッチング素子（Sup）
とスイッチング素子（Sun）の対で形成されたスイッチングレグ（leg1）、スイッチング
素子（Svp）とスイッチング素子（Svn）の対で形成されたスイッチングレグ（leg2）、ス
イッチング素子（Swp）とスイッチング素子（Swn）の対で形成されたスイッチングレグ（
leg3）がある。
【００３１】
　また、インバータ回路（4）には、正負１対の直流母線（P,N）が設けられており、これ
らの直流母線（P,N）には、直流リンク部（3）を介して、コンバータ回路（2）が出力し
た直流が供給されている。正側の直流母線（P）と負側の直流母線（N）との間には、それ
ぞれのスイッチングレグ（leg1,leg2,leg3）が接続されている。それぞれのスイッチング
レグ（leg1,leg2,leg3）の各中間点（M1,M2,M3）は、出力交流の各相（U相,V相,W相）の
相電圧（Vu,Vv,Vw）を出力するノードであり、各中間点（M1,M2,M3）はモータ（7）の各
相の巻き線にそれぞれ接続されている。
【００３２】
　〈インバータ制御部（5）〉
　インバータ制御部（5）は、ドライブ回路（4a）が出力するゲート信号（Gup,…,Gwn）
の出力レベル及び出力タイミングを制御する。これによりインバータ制御部（5）は、い
わゆるインバータ制御を行うのである。インバータ制御部（5）が行うインバータ制御は
ＰＷＭ制御（ＰＷＭ：Pulse Width Modulation）であり、所定周波数のキャリア信号に同
期して前記出力交流の電圧を制御する。
【００３３】
　《ソフトＯＣＰ装置（10）》
　ソフトＯＣＰ装置（10）は、本発明の過電流保護装置の一例であり、直流リンク部（3
）における直流リンク電流（Idc）を所定値以下に抑えてインバータ回路（4）を過電流か
ら保護するようになっている。図２は、ソフトＯＣＰ装置（10）の構成例を示すブロック
図である。本実施形態のソフトＯＣＰ装置（10）は、検出部（11）、及び制御部（12）を
備えている。
【００３４】
　〈検出部（11）〉
　インバータ回路（4）においてＰＷＭ制御が行われると、後述するように直流リンク部
（3）においてパルス状の電流（電流パルス)が流れる。検出部（11）は、直流リンク部（
3）における電流パルスの電流値を検出するようになっている。検出部（11）は、図２に
示すように、シャント抵抗（Rsh）、差動増幅器（11a）、及びＡ／Ｄ変換器（11b）を備
えている。この検出部（11）では、前記電流パルスに応じてシャント抵抗（Rsh）に生じ
たパルス状の電圧（電圧パルス）の電圧値を検出し、その電圧パルスを差動増幅器（11a
）で増幅した後、Ａ／Ｄ変換器（11b）でＡ／Ｄ変換した値を電流パルスの電流値（すな
わち直流リンク電流（Idc））として制御部（12）に出力している。
【００３５】
　より詳しくは、シャント抵抗（Rsh）は、インバータ回路（4）の負側の直流母線（N）
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と直流リンク部（3）の負側ノードとの間に設けられている。シャント抵抗（Rsh）にモー
タ（7）からの電流が流れると、該シャント抵抗（Rsh）の両端には電圧差を生じ、この両
端間の電圧を検出することで直流リンク電流（Idc）を求めることができ、該直流リンク
電流（Idc）から相電流（Iu,Iv,Iw）を算出することができる。
【００３６】
　差動増幅器（11a）は、シャント抵抗（Rsh）両端の電圧差に応じたレベルの信号を出力
する。詳しくは、この検出部（11）では、シャント抵抗（Rsh）に生じた電圧パルスを所
定量オフセットさせて差動増幅器（11a）に入力し、正及び負の電圧を検出できるように
している。なお、本実施形態では、差動増幅器（11a）に与えることができる電圧レンジ
の概ね２／３で正の電圧を検出し、１／３で負の電圧を検出するようになっている。なお
、図３に示すように、電圧パルスは立ち上がってから所定の期間はリンギングにより波形
が乱れている場合があるので、この検出部（11）では、そのリンギングが収まる程度の所
定時間が経過した後に、電圧値を検出するようになっている。
【００３７】
　〈制御部（12）〉
　制御部（12）は、検出部（11）が検出した電流値に基づいてインバータ回路（4）に過
電流が流れる可能性の有無を判断し、該可能性がある場合にインバータ回路（4）を停止
させるようになっている。インバータ回路（4）の停止は、インバータ制御部（5）を介し
てドライブ回路（4a）を制御して、全てのスイッチング素子（Sup,…,Swn）をオフ状態に
することで行っている。本実施形態の制御部（12）は、図２に示すように、マイクロコン
ピュータ（12a）、及びメモリ（12b）を備え、メモリ（12b）に格納されたプログラムで
マイクロコンピュータ（12a）が動作するようになっている。そして、制御部（12）は、
連続した２つの電流パルスについて検出部（11）がそれぞれ検出した２つの電流値に基づ
いて、以下の〈１〉～〈３〉のそれぞれの場合に応じて、インバータ回路（4）を過電流
から保護する。
【００３８】
　〈１〉検出した２つの電流値が互いに同符号の場合
　検出した２つの電流値が何れも正の場合には、２つの電流値のうち、何れか一方がピー
ク電流閾値よりも大きい場合にインバータ回路（4）を停止させる。一方、２つの電流値
が何れも負の場合には、２つの電流値の絶対値の大きい方が、所定のピーク電流閾値より
も大きい場合に、インバータ回路（4）を停止させる。なお、ピーク電流閾値の設定につ
いては後述する。
【００３９】
　〈２〉検出した２つの電流値が互いに異符号の場合
　この場合は、検出した２つの電流値の絶対値の和がピーク電流閾値よりも大きい場合に
、インバータ回路（4）を停止させる。絶対値の和で判定する理由については後述する。
【００４０】
　〈３〉検出した２つの電流値の少なくとも一方が、後述の下限閾値以下の場合
　ここで、下限閾値とは、検出部（11）において検出可能な負側の限界値以上に設定され
た閾値であり、負の値である。制御部（12）は、検出した２つの電流値の少なくとも一方
が下限閾値よりも小さくなった場合に、上記〈１〉や〈２〉の処理を行うことなく、イン
バータ回路（4）を停止させる。
【００４１】
　上記〈１〉～〈３〉における、絶対値や絶対値の和を求める演算、これらの値とピーク
電流閾値との比較、インバータ回路（4）停止のためのインバータ制御部（5）への指令等
の処理は、マイクロコンピュータ（12a）が行う。すなわち、このソフトＯＣＰ装置（10
）は、ソフトウエアの処理により、過電流保護を行うのである。
【００４２】
　〈ピーク電流閾値〉
　マイクロコンピュータ（12a）が行う上記の処理には所定の時間を要し、当該処理中も
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相電流（直流リンク電流）は流れる。そのため、前記処理が終了した時点の直流リンク電
流（Idc）の値がスイッチング素子（Sup,…,Swn）の許容電流よりも小さくなるように、
処理開始のタイミング、すなわちピーク電流閾値を定めてやる必要がある。ここで、イン
バータ回路（4）の出力電圧をＶ、モータ（7）の各巻き線の合成インダクタンスをＬ、制
御部（12）における処理時間（以下では遅れ時間ともいう）をｔとすると、この遅れ時間
（t）に、次の式１で示した直流リンク電流（Idc）が流れる。
【００４３】
　Ｉｄｃ＝Ｖ×ｔ／Ｌ　…（式１）
　例えば制御部（12）における処理時間が一定であるとすれば、式１から分かるように、
出力電圧（V）が大きいほど、処理終了時の直流リンク電流（Idc）も大きくなる。したが
って、電力変換装置（1）の出力電圧の最大値に合わせてピーク電流閾値を定めておけば
、処理終了時の直流リンク電流（Idc）を確実に前記許容電流以下にすることが可能にな
る。
【００４４】
　ただし、本実施形態では、出力電圧に応じてピーク電流閾値を適宜変更するようにして
いる。これは、出力電圧の最大値に合わせてピーク電流閾値を設定するということは、ピ
ーク電流閾値がより小さな値に設定されるということであり、インバータ回路（4）が出
力できる電流が、前記許容電流よりもかなり小さな電流値に制限されてしまう場合がある
からである。具体的に、この制御部（12）では、何種類かの出力電圧と、それぞれの出力
電圧に対応したピーク電流閾値とをテーブルにしてメモリ（12b）に格納し、インバータ
回路（4）の出力電圧に応じてテーブルから選択した値をピーク電流閾値として設定する
ようにしている。これにより、より効率的にインバータ回路（4）を作動させることが可
能になる。なお、このようにテーブルを用いてピーク電流閾値を設定する方法の他に、出
力電圧とピーク電流閾値の関係を所定の関係式で定義しておいて、ピーク電流閾値の変更
の必要がある度に、マイクロコンピュータ（12a）がその関係式からピーク電流閾値を演
算により求めるという方法を採用してもよい。この場合は、ピーク電流閾値を求めるため
の演算時間も前記遅れ時間（t）として考慮する必要がある。
【００４５】
　《電力変換装置（1）の動作》
　〈インバータ制御の概要〉
　インバータ制御部（5）が行うＰＷＭ制御は、従来のインバータ回路で行われるＰＷＭ
制御と同じである。図３は、キャリア信号の１周期中に、上アーム側の各スイッチング素
子（Sup,Svp,Swp）にそれぞれ与えるゲート信号（Gup,Gvp,Gwp）の波形とシャント抵抗（
Rsh）における電圧波形を説明する図である。この図では、ゲート信号（Gup,Gvp,Gwp）が
ハイレベルに表示されている場合には、その信号に対応した上アーム側のスイッチング素
子がオン、それと対になる下アーム側のスイッチング素子がオフであることを示している
。逆に、ゲート信号（Gup,Gvp,Gwp）がローレベルに表示されている場合には、そのゲー
ト信号に対応した上アーム側のスイッチング素子がオフ、それと対になる下アーム側のス
イッチング素子がオンであることを示している。
【００４６】
　図３の例では、インバータ制御部（5）は、Ｕ相に対応したスイッチングレグ（leg1）
については、キャリア信号１周期中のｔ１～ｔ７の期間に、ドライブ回路（4a）から矩形
波状のゲート信号（Gup）を出力させて上アーム側のスイッチング素子（Sup）をオンに制
御し、キャリア信号１周期中の他の期間にはオフに制御する。また、Ｖ相に対応したスイ
ッチングレグ（leg2）については、ｔ２～ｔ６の期間に、上アーム側のスイッチング素子
（Svp）をオンに制御し、キャリア信号１周期中の他の期間にはオフに制御する。また、
Ｗ相に対応したスイッチングレグ（leg3）については、ｔ３～ｔ５の期間に、上アーム側
のスイッチング素子（Swp）をオンに制御し、キャリア信号１周期中の他の期間にはオフ
に制御する。
【００４７】
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　なお、このインバータ制御では、下アーム側の各スイッチング素子（Sun,Svn,Swn）は
、オンオフの状態が、対応した上アーム側のスイッチング素子とは逆の関係にある。例え
ば、インバータ制御部（5）は、Ｕ相の下アーム側のスイッチング素子（Sun）を、スイッ
チング素子（Sup）がオンの場合にはオフ、スイッチング素子（Sup）がオフの場合にはオ
ンに制御する。
【００４８】
　上記の制御により、図３に示すように、ｔ０～ｔ１の期間には、上アーム側のすべての
スイッチング素子（Sup,Svp,Swp）がオフになり、この場合はシャント抵抗（Rsh）におけ
る電流の大きさはゼロである。したがって、シャント抵抗（Rsh）の両端に電圧は発生し
ない。また、ｔ１～ｔ２の期間には、ｔ１～ｔ２の期間には、上アーム側のスイッチング
素子（Sup）と下アーム側の２つのスイッチング素子（Svn,Swn）がオン、上アーム及び下
アームのその他のスイッチング素子（Sup,…,Swn）がオフに制御される。これにより、シ
ャント抵抗（Rsh）には相電流（Iu）が流れる。同様に、ｔ２～ｔ３の期間には、上アー
ム側の２つスイッチング素子（Sup,Svp）と下アーム側のスイッチング素子（Swn）がオン
、上アーム及び下アームのその他のスイッチング素子（Sup,…,Swn）がオフに制御される
。これにより、シャント抵抗（Rsh）には、大きさが相電流（Iw）が流れる。シャント抵
抗（Rsh）に流れる相電流は、上記の波形に対応したパルス状の電流であり、シャント抵
抗（Rsh）の両端には電圧パルスを生ずる。また、ｔ３～ｔ５の期間には、上アーム側の
スイッチング素子（Sup,Svp,Swp）がオン、下アーム側のスイッチング素子（Sun,Svn,Swn
）がオフに制御される。この場合にはシャント抵抗（Rsh）における電流の大きさはゼロ
である。したがって、シャント抵抗（Rsh）の両端に電圧は発生しない。同様に、ｔ５～
ｔ６の期間、ｔ６～ｔ７の期間もそれぞれシャント抵抗（Rsh）の両端には電圧パルスを
生ずる。このように、インバータ回路（4）では、キャリア信号１周期中に、連続した２
つの電流パルスが、ｔ１～ｔ３の期間、及びｔ５～ｔ７の期間の２箇所にそれぞれ現れる
。
【００４９】
　〈ソフトＯＣＰ装置（10）の動作〉
　ソフトＯＣＰ装置（10）では、まず、前記出力電圧に応じて、ピーク電流閾値を設定す
る。具体的には、本実施形態の制御部（12）(より詳しくはマイクロコンピュータ（12a）
)は、テーブルに定義されている出力電圧のうち、目標の出力電圧よりも大きいものなか
から最小のものを選択する。そして、選択した出力電圧に対応したピーク電流閾値を、目
標の出力電圧に対するピーク電流閾値として設定する。なお、ピーク電流閾値の設定は、
インバータ回路（4）の出力電圧が変更される度に、マイクロコンピュータ（12a）が、メ
モリ（12b）内のテーブルを検索し、必要がある場合にはその値を変更する。このように
ピーク電流閾値の値が設定されると、制御部（12）は、検出部（11）が検出した電流値を
モニターし、インバータ回路（4）を過電流から保護する。具体的には、シャント抵抗（R
sh）において検出された連続した２つの電流パルスの電流値に応じ、制御部（12）は以下
のように動作する。
【００５０】
　〈１〉　検出した２つの電流値が互いに同符号の場合
　図４は、相電流（Iu）及び相電流（Iw）が共に正の値の場合の電流波形の例である。図
４の例では、電流ピーク値は相電流（Iw）の電流値である。この場合には、２つの電流値
のうち、何れか一方がピーク電流閾値よりも大きい場合に、マイクロコンピュータ（12a
）はインバータ回路（4）を停止させる。図４の例では、制御部（12）は、相電流（Iu）
又は相電流（Iw）が、ピーク電流閾値よりも大きい場合に、インバータ回路（4）を停止
させる。
【００５１】
　また、このソフトＯＣＰ装置（10）では、２つの電流値が何れも負の場合には、マイク
ロコンピュータ（12a）が、該電流値の絶対値（a1,a2）の大きい方の値とピーク電流閾値
とを比較する。その結果、絶対値（a1,a2）の大きい方がピーク電流閾値よりも大きい場
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合に、マイクロコンピュータ（12a）は、インバータ制御部（5）に対し、インバータ回路
（4）を停止させるように指令を送信する。これにより、インバータ回路（4）が停止し、
スイッチング素子（Sup,…,Swn）の破損が防止される。
【００５２】
　例えば、図５は、相電流（Iu）及び相電流（Iw）が共に負の場合の電流波形の例である
。図５の例では、絶対値が大きいのは相電流（Iu）であり、電流ピーク値は相電流（Iu）
の絶対値（a1）である。したがって、制御部（12）は、絶対値（a1）がピーク電流閾値よ
りも大きい場合に、インバータ回路（4）を停止させる。
【００５３】
　〈２〉　検出した２つの電流値が互いに異符号の場合
　モータ（7）のロータ位置と各巻線への通電の同期がずれると、例えば図６に示すよう
に、相電流（Iu）が負の値で相電流（Iw）が正の値となる場合がある。この場合には、電
流ピーク値は、同図に示すように、電流波形に現れたボトムからトップまでの差分となる
。図６の例では、相電流（Iu）が流れているときが前記ボトムであり、相電流（Iw）が流
れているときが前記トップである。すなわち、電流ピーク値は、相電流（Iu）の絶対値（
a1）と相電流（Iw）絶対値（a2）の和となる。
【００５４】
　この場合、ソフトＯＣＰ装置（10）では、マイクロコンピュータ（12a）が、それぞれ
の電流値の絶対値（a1,a2）を求める。そして、求めた２つの絶対値（a1,a2）を加算し、
その加算結果とピーク電流閾値とを比較する。比較の結果、２つの絶対値（a1,a2）の和
がピーク電流閾値よりも大きい場合に、マイクロコンピュータ（12a）は、インバータ制
御部（5）を介してインバータ回路（4）を停止させる。
【００５５】
　〈３〉　検出した２つの電流値の少なくとも一方が、限界値以下の場合
　上記の〈１〉や〈２〉の場合において、電流値として負の値が検出されると、〈１〉や
〈２〉で説明した上記処理に先立って、マイクロコンピュータ（12a）は、その負の値と
、下限閾値とを比較する。比較の結果、その電流値（負の値)が下限閾値以下の場合には
、マイクロコンピュータ（12a）は上記〈１〉ないし〈２〉の処理を行うことなく直ちに
、インバータ制御部（5）を介してインバータ回路（4）を停止させる。すなわち、このソ
フトＯＣＰ装置（10）では、上記〈１〉や〈２〉の処理が確実に行えない場合にもインバ
ータ回路（4）の過電流保護が担保されているのである。
【００５６】
　《本実施形態における効果》
　以上のように、ソフトＯＣＰ装置（10）では、連続した２つの電流パルスの電流値が互
いに異符号の場合には、２つの電流値の絶対値（a1,a2）の和を求めて、電流ピーク値を
算出している。したがって、本実施形態によれば、前記２つの電流パルス（相電流）のそ
れぞれの電流絶対値（a1,a2）が互いに異符号の場合にも電流ピーク値を、正確に求める
ことができ、インバータ回路を確実に過電流から保護することが可能になる。
【００５７】
　また、上記のように、インバータ回路（4）の出力電圧に応じてピーク電流閾値を変更
しているので、ピーク電流閾値を固定値とした場合よりも、インバータ回路（4）の出力
可能な電流の範囲(すなわち、出力電圧の範囲)をより大きく確保できる。
【００５８】
　また、検出部（11）において負側の電流の検出可能範囲内でのみ制御部（12）が処理を
行うように担保されるので、インバータ回路（4）に対するより確実な過電流保護が可能
になる。この効果は、本実施形態のように１つの検出部（11）（差動増幅器（11a）)で正
負両方の電流を検出し、負側の検知可能範囲が正側よりも狭い場合などに、特に有用であ
る。
【００５９】
　《その他の実施形態》
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　なお、検出部（11）では、シャント抵抗（Rsh）の代わりに、ホール素子を用いた電流
検出トランス（いわゆるホールＣＴ（Current Transformer））を用いてもよい。
【００６０】
　また、制御部（12）は、インバータ制御部（5）を介さずに、ドライブ回路（4a）を直
接制御するようにしてもよい。
【００６１】
　また、検出部（11）において検出可能な正側の電流値の限界値を超えた場合に、インバ
ータ回路（4）を停止させるようにしてもよい。
【００６２】
　また、ソフトＯＣＰ装置（10）と、従来のＯＣＰ装置とを併用してもよい。例えば、前
記２つの電流値が両方正の場合には従来のＯＣＰ装置でも過電流の検出が可能であるので
、この場合には従来のＯＣＰ装置で過電流保護を行い、前記２つの電流値が異符号の場合
にはソフトＯＣＰ装置（10）を使用することが考えられる。例えば、図７は、本発明の実
施形態に係るソフトＯＣＰ装置と従来のＯＣＰ装置の両方を使用した電力変換装置の構成
を示すブロック図である。同図において、検出回路（20）は、シャント抵抗（Rsh）の両
端の電圧を検出する回路（ハードウエア）である。また、比較回路（21）は、ハードウエ
アで構成され、検出回路（20）の検出値が正、且つ所定の閾値を超えた場合に、インバー
タ回路（4）を停止させる信号（停止信号）をインバータ制御部（5）に出力する。インバ
ータ制御部（5）は、前記停止信号に応じて、ドライブ回路（4a）を介してインバータ回
路（4）を停止させる。すなわち、検出回路（20）と比較回路（21）とで、ハードウエア
による過電流保護回路を実現しているのである。このように直流リンク部（3）における
電流が正の場合にハードウエアにより過電流保護を行うことで、より迅速な過電流の保護
が可能になる。すなわち、図７の例では、制御部（12）がソフトウエアで実現されている
ので、検出した２つの電流値が互いに異符号の場合の過電流保護は簡略な構成で実現でき
、２つの電流値が正の場合には、ハードウエアによって、より迅速な過電流保護が可能に
なるのである。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明は、インバータ回路を過電流から保護する過電流保護装置として有用である。
【符号の説明】
【００６４】
　　　２　　　コンバータ回路（直流電源）
　　　３　　　直流リンク部
　　　４　　　インバータ回路
　　１０　　　ソフトＯＣＰ装置（過電流保護装置）
　　１１　　　検出部
　　１２　　　制御部
　　２０　　　検出回路
　　２１　　　比較回路
　Ｒｓｈ　　　シャント抵抗
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